
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

「授業料無償化」の申請に

必要な手続きです。 

（親権者等の口座に支援金が振

込まれるものではありません） 

 

※１年生のうち、４月～６月分授

業料の申請については、入学式当

日に御説明したとおりです。 

 早急なオンライン申請等に御

協力いただき、ありがとうござい

ました。 

 

※１年生（７月以降）及び２・３

年生（４月以降）の授業料無償化

手続きについては、改めて御連絡

いたします。 

 今回の募集は、「奨学のため

の給付金」のうち、通常申請

（７月分）についてです。 

※前倒し給付を申請された方も、７月 

 以降の給付はあらためて申請が必要です。 

※就学支援金、奨学金とは異なります。 

※裏面も御確認ください。 



 

「所得割」欄に記載された金額を確認してください。 

※親権者が２名の場合、それぞれ御確認ください。 

※均等額は含めません。 

（均等額に金額が入っていても、所得割額がそれぞれ０円 

であれば、「奨学のための給付金」の対象となります） 

 
令和７年度 課税証明書（例：熊本市の場合） ※様式は各市町村で異なります。 

 
② 令和７年度 特別徴収税額の決定・変更通知書（例：熊本市の場合） 

  ※様式は各市町村で異なります。 


